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小切手用法新旧対照表（改正個所のみ抜粋） 

新 旧 備 考 

２．小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確

認してください。先日付の小切手でも呈示をうけれ

ば、支払うことになりますからご承知おきください。

なお、２０２６年９月３０日を超えて振り出された場

合は、当座勘定から支払いません。 

 

２．小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確

認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をう

ければ、支払うことになりますからご承知おきくださ

い。 

 

 

 

改定日 2026年 10月 1日 

以 上 


